
日医発第256号（保56）

平成24年6月11日

都道府県医師会長　殿

日本医師会長
　　横　倉　義　武

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成24年6月1日付厚生労働省告示第380号をもって薬価基準の一部が改正され、告示

の日から適用されました。

　今回の改正は、製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「㊨

アスピリン「日医工」」等、50品目が薬価基準の別表に収載されたものであります。

　また、同日付厚生労働省告示第381号で、旧名称の医薬品「㊨アスピリン．OY」等、50

品目が掲示事項等告示の別表に収載され、経過措置品目（使用期限：平成25年3月31目限

り）となりました。

　つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　なお、本件につきましては、日本医師会雑誌8月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1．官報（平24．6．1号外第119号抜粋）
2．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　　（平24．6．1厚生労働省保険局医療課事務連絡）
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厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と
いう。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲
’示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）につ
いては、平成24年厚生労働省告示第380号及び第381号をもって改正されたところですが、
その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周
知徹底をお願いします。

記

1　薬価基準の一部改正について
（1）　製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医

　　薬品（内用薬23品目、注射薬7品目及び外用薬20品目）について、薬価基準の別
　　表に収載したものであること。

（2）　（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
　あること。

区分 内　用　薬 注射薬 外’用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 8，686 3，844 2，452 27 15，009

2　掲示事項等告示の一部改正について
　（1）新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼
　　があった医薬品（内用薬23品目、注射薬7品目及び外用薬20品目）について、
　　掲示事項等告示の別表第2に収載するものであること。

（2）　（1）により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、
　次のとおりであること。

区分 内　用　薬 注射薬 外用　薬 歯科用薬剤　　t 計

品目数 160 、　　139 54 1 354





（参考1）1

薬価基準告示

，N　o →　　薬価基準名
成分名 規格単位 薬価（円）

1 内用薬 ㊧アスピリンr日医工」 アスピリン．　　　　　　　　　　　　、 109 23．70

2 内用薬 ㊧アム・ジピン錠2．5mgrNikP」 アムロジピンベシル酸塩 2．5m　g1錠 13．50

3 内用薬 ㊧アム・ジピン錠5mgrNikP」 アムロジピンベシル酸塩 5m　g1錠 23．10

4 ・内用薬 ㊧1一メントールr日医工」 1一メントール 19 22．80

5 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 ミノサイタリン塩酸塩 100m　g1カプセル 28．00

6 内用薬 ㊨塩酸ミノサイタリン錠5・ビ日医工」・ ミノサイタリン塩酸塩’ 50m　g1錠 14．90

7 内用薬 ，㊨　クエン酸「日医工」 クエン酸 109 13．80

8 内用薬 ㊧ジアスターゼr日医工」 ジアスターゼ 109 28．70

9 内用薬 ㊧次硝酸ビスマスr日医工」 次硝酸ビスマス 19 9．00

10 内用薬 ㊧重質酸化マグネシウムrNikP」 酸化マグネシウム 109 10．80

11 内用薬 ㊧重質炭酸マグネシウムr日医工」 炭酸マグネシウム 109 11．90

12 内用薬 ㊨セファクロル細粒10％r日医工」 セファクロル 100m　g　l　g 10．50

13 内用薬 ㊧セファク・ル細粒20％r目医工」 　　　　　　　　　　　　、
Zファクロノレ 200m　g　l　g 19．80

14 内用薬 セファレキシン錠250r日医工」 セファレキシン 250m　g1錠 10．70

15 内用薬 ㊧乳酸カルシウムrN撒P」 乳酸カルシウム 10ε 27．80

16 内用薬 ㊧ハッカ油r日医工」 ハッカ油 1m　L 14．20

17 内用薬 ㊧ヒマシ油r日医工」 ヒマシ油 10m　L 13．80



（参考1）

薬価基準告示

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位’ 薬価（円）

18 内角薬 ㊨　ファモチジン散呂％「日医工」 ファモチジン 2％19 23．30

19 内用薬 ファモチジンD錠101ng「日医工！ ファモチジン 10m　g1錠 10．50

20 内用薬 ’ファモチジンD錠20mg「日医工」 ファモチジン 20m　g1錠 13．50

21 内用薬 ㊧ブドウ糖r日医工」 ブドウ糖 109 13．20

22 内用薬 ㊨硫酸マグネシウムrN　i　k　P」 硫酸マグネシウム水和物 109 8．00

23 内用薬 ㊧ツン酸ジヒド・コデイン散1％r目医工j ジヒドロコデインリン酸塩 1％19 8．20

24 注射薬 カルボプラチン注射液50mg「日医工」 カルボプラチソ 50mg5mL1瓶 3，311

2
5

注射薬 カルボプラチン注射液150mg「日医工」 カルボプラチン 150血915mL1瓶 7，834

26 注射薬 カルボプラチン注射液450mg「日医工」 カルボプラチン　　　　　　　　∫

450mg45mL1瓶 』19・646

27 注射薬 ㊧セフタジジム静注用0．59－r日医工」 セフタジジム水和物 　　　　　　　　軸T00m　g1瓶 482

28 注射薬 ㊧セフタジジム静注用1g旧医工」 セフタジジム水和物　　　　r、

191瓶 652

29 注射薬 ㊨　ピペラシ耳ンナトリウム注射用1g「日医工」 ピペラシリンナトリウム 191瓶 149

30・注射薬 ㊧ピペラシリンナトリウム注射用29’r日医工」 ピペラシリンナトリウム 231瓶 244

31 外用薬 アクリノ」ル液0．1％「日医工」 アクリノール水和物 0．1％10mL 7．20

32 外用薬 ㊨液状フェ2一ル「日医工」 フェノーノレ 10m　L 12．70

33 外用薬 ㊧塩化ナトリウムr日医工」 塩化ナトリウム 109 6150

34 外用薬 ，㊧希ヨードチンキr日医工」 ヨウ素 10m　L 13．40



（参’考1）

薬価基準告示

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価1円）

35 外用薬 ㊨　グリセリン「NikP」 グ坦zリン 10m　L 11．70

36 外用薬 ㊧，クレゾール石ケン液r日医工」 クレゾールー 、10mL 9．40

37 ’外用薬 5％グルコン酸クロルヘキジジン液「日医工」 クロルヘキシジングルコン酸塩 5％10mL 9．30

38 外用薬 ㊧酢酸r日医工」 酢酸 10m　L 4．70

39 外用薬 ’㊧酸化亜鉛r目医工」 酸化亜鉛 109 噂　25．00

40 外用薬 ㊧チンク油r日医工」 酸化亜鉛 10g 17．30

41 外用薬 ハイポエタノール消毒液2％r日医工」 チオ硫酸ナトリウム水和物 10m　L 7．90

43 一外用薬 ㊧氷酢酸rNikP」 酢酸 109 8．50

43 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「N　i　k　P」28噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 2・04mg4mL1瓶， 429．00

44 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「N　i　k　P」56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4．08mg8mL1瓶 968．10

45 ．外用薬 ㊧ホウ酸rNikP」 ホウ酸 1‘ O9 22．50

46 外用薬 ポビドンヨード液10％「日医工」 ポビドンヨード ・10％10mL 12．20

47 外用薬 一ポビドンヨードガーグル7％「目医工」 ポビドンヨード 7％1mL 2．00

48 外用薬 ㊧ヨードチンキr日医工」 ヨウ素 10m　L 16．00

49 外用薬 ㊧流動パラフィンrNikP」 流動パラフィン 10m　L　　　1 9．60

50 外用薬 両性石ケン液10％「日医工」 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10％10mL 7．90



（参考2）
掲示事項等告示

別表2（平成25年3月31日まで）
N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 ’薬価（円）

1 内用薬 ㊧アスピリン．OY アスピリン 109 23．70

2 内用薬 ㊧アム・ジピン錠2．5mgrガレン」 アムロジピンベシル酸塩 215mg1錠 13．50

3 内用薬 ㊧アム・ジピン錠5mgrガレン」 アムロジピンベシル酸塩 5mg1錠 23．10

4一 内用薬 ㊧’1一メントールOY 1一メントール 19 22．80

5 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセル100rマルコ」 ミノサイタリン塩酸塩 100m　g1カプセル 28．00

6 内用薬 ㊨塩酸ミノサイタリン錠50「マルコ」 ミノサイタリン塩酸塩 50mg1錠 14．90

’
7

内用薬 ㊧クエン酸．OY ク午ン酸 109 13．80

8 内用薬 ㊧ジアスターゼ．OI ジアスターゼ 109 28．70

9 内用薬 ㊧次硝酸ビスマス．OY 次硝酸ビスマス　　　　　　　　　、 19 9．00

i
o

内用薬 ㊧重質酸化マグネシウム．OI 酸化マグネシウム 109 10．80

11 内用薬 ㊧重質炭酸マグネシウム10Y 炭酸マグネシウム 109 11．90

12 ，内用薬 、㊧セフアク・ル細粒10％「マルコ」 セファクロノレ 100mg　l　g
10．5σ

13 内用薬 ㊧．セファク・ノレ細粒20％rマルコ」 セファクロル 200mg　l　g 19．80

14 内用薬’ セファレキシン錠250「マルコ」 セファレキシン 250mg1錠　　　　’ 10．70

15 内用薬 ㊧乳酸カルシウムドOY・ 乳酸カルシウム 109 27．80

16 内用薬 ㊧ハッカ油．，OY ハッカ油 1mL 14．20

17 内用薬 ㊧ヒマシ油．OY ヒマシ油 10mL 13．80



掲示事項等告示
（参考2）

別表2一（平成25年3月31日まで）
N　o 薬価基準名 成分名 規格単位　　へ

薬価（円）

18 内用薬 ㊧ファモチジン散2％rKOBA」 ファモチジン 2％19 23．30

19 内用薬 ファモチジンD錠10mg「KOBA」 ファモチジン 斗Omg1錠 10．50

20 内用薬 ファモチジンD錠20mg「尽qBA」 ファモチジン 20mg1錠 13．50

21 内用薬 ㊧ブドウ糖．OI ブドウ糖 109 13．20

22 内用薬 ㊧硫酸マグネシウム．OI 硫酸マグネシウム水和物 109 8．00

23 内用薬 ㊧．リン酸ジヒド・コデイン散1％rマルコ」 ジヒドロコデインリン酸塩 1％19 8．20

24 注射薬 カルボプラチン注射液50mg　lマルコ」 カルボプラチン 50mg5mL1瓶 3，311

25 注射薬 カルボプラチン注射液150mg「マルコ」 カルボプラチン 150mg15mL1瓶 7，834

26 注射薬 カルボプラチン注射液450mg「マルコ」 カルボプラチン 450mg45mL1瓶 19．646‘

27 注射薬 ㊧セフタジジム静注用0．5grマルコ」 セフタジジム水和物・ 500mg1瓶 482

28 注射薬 ㊧セフタジジム静注用1grマノレコ」 セフタジジム水和物 191瓶 652

29 注射薬 ㊧ピペラシリンナトリウム注射用19「マノセコ」 ピペラシリンナトリウム 191瓶 149

30 注射薬 ㊧ピペラシリンナトリウム注射用2grマルコ」 ピペラシリンナトリウム 291瓶 244

31 外用薬 アクリノール液0．1％「ORY」 アクリノール水和物 0．1％10mL 、720

32 外用薬 ㊧液状フェノーノレ．OY フェノーノレ‘ 10mL一 12．70

33 外用薬 ㊧塩化ナトリウム．OI 塩化ナトリウム 109 6．50

34 外用薬 ㊧希ヨードチンキ．OY ヨウ素 10mL 13．40



（参考2）
掲示事項等告示

．別表2（平成25年3月31日まで）
N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

35 外用薬 ㊧グリセリン．qI グリセリン 10mL 11．70

36 外用薬’ ㊧クレゾール石ケン液．，OI クレゾール 10mL 9．40

37 外用薬 5％グルコン酸クロルヘキシジン液・OY クロルヘキシジングルコン酸塩 ’5％10mL 9．30

含
8 外用薬 ㊧酢酸．OY 酢酸1 10mL 4．70

39 外用薬， ㊧酸化亜鉛．OI 酸化亜鉛 109 25．00

40 外用薬 ㊧チンク油．OY 酸化亜鉛 109 17．30

41 外用薬 ハイポエタノール消毒液2％「ORY」 チオ硫酸ナトリウム水和物 10mL ．7．90

42 外用薬 ㊧氷酢酸OI 酢酸 109’ 8・5q

43 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「ガレン」28噴霧用 ツルチカゾンプロピオン酸エステル 2．04mg4mL1瓶 429．00

44 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μ9「ガレン」56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4．68mg8mL1瓶 968．10

4
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外用薬． ㊧ホウ酸．OI ホウ酸 109 22．50

46 外用薬 ポビドンヨード液10％「ORY」 ポビドンヨード 10％10mL 12．20

47 外甫薬 水ビドンヨードガーグル7％』「ORY」 ポビドンヨード 7％1mL 2．00

48 外用薬 ㊧ヨードチンキ．OY ヨ，ウ素 10m’L 16．00

49 外用薬 ㊧流動パラフィン・OI 流動パラフィン 10mL’ 9．60

50 外用薬 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 16％10mL 7．90


